
Ⅰ　役員報酬等について

　１　役員報酬についての基本方針に関する事項

　　①　令和４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　文部科学大臣が行う業績評価の結果及び共済業務について共済運営委員会の意見を聴い

て理事長が行う業績評価の結果を総合的に勘案して、特別手当の額を百分の十の範囲内で、

増額し、又は減額することができる。

　　②　役員報酬基準の内容及び令和４年度における改定内容

日本私立学校振興・共済事業団の役職員の報酬・給与等について

独立行政法人は、総務大臣が定める「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等につい

て（ガイドライン）」（以下「ガイドライン」という。）に基づき、役職員の報酬・給与等の水準の公表を行っ

ている。

一方、日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」という。）は、独立行政法人そのものではなく「共済

組合類型の法人」とされていることから、ガイドラインに基づく公表の対象外とされている。しかし、事業団の

助成業務については独立行政法人に準じた管理手法が用いられていること及び私立学校法が学校法人に財務情報

の公開を義務付けていること等を考慮し、社会一般とりわけ私立学校関係者に対する業務運営の透明性を確保す

るとともに、その説明責任を果たすことは事業団の今日的責務であると考え、今年度も自主的に給与等の実態を

とりまとめ、実績を公表することとする。

理事長・理事・

監　事

監事（非常勤）
　日本私立学校振興・共済事業団役員給与規程に則り、非常勤役員手当

を支給した。

　日本私立学校振興・共済事業団役員給与規程に則り、報酬、地域手当、

通勤手当及び特別手当としている。

＜報酬＞

　改定なし。

＜地域手当＞

　改定なし。

＜特別手当＞

　一般職給与法（指定職）の改定に準拠し、3.3月分（前年3.35月分）とした。また、

6月期には令和3年12月期に支給された特別手当の一部（0.1月）を減額した。
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　２　役員の報酬等の支給状況

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

6,091 2,958 2,541 592 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

12,882 8,874 2,233 1,775 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

1,923 （地域手当）

15,934 9,613 4,348 51 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,923 （地域手当）

16,073 9,613 4,348 190 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,930 （地域手当）

16,146 9,648 4,348 221 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,930 （地域手当）

14,740 9,648 2,938 224 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,930 （地域手当）

16,087 9,648 4,348 161 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,651 （地域手当）

13,750 8,256 3,721 122 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

5,544 5,544

注１： 「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されているも

のである。

注２： 前職欄の記号は、以下であることを示す。

　　 「◇」は役員出向者（国家公務員退職手当法第8条第1項の規定に基づき、独立行政法人等役員となるために

退職し、かつ、引き続き当該独立行政法人等役員として在職する者）、「※」は独立行政法人等の退職者

 支給額（総額） 退職年月日 前職
千円 年 月

5,261 4 3
千円 年 月

6,940 6 3
千円 年 月

注： 前職欄の記号は、以下であることを示す。

　　 「※」は独立行政法人等の退職者

Ｂ理事長 R4.7.1

監　事 該当者なし

理事長

理　事 R4.3.31

文部科学大臣が行う業績評価の結果及び共済業務に

ついて共済運営委員会の意見を聴いて理事長が行う

業績評価の結果を総合的に勘案して、理事長が支給

額を決定し、支給した。

Ｂ監事
（非常勤）

法人での在職期間

R4.6.30

文部科学大臣が行う業績評価の結果及び共済業務に

ついて共済運営委員会の意見を聴いて理事長が行う

業績評価の結果を総合的に勘案して、理事長が支給

額を決定し、支給した。

※

Ａ監事

区分 摘　　　要

Ｅ理事

Ｃ理事 R5.3.31 ※

Ｄ理事 R4.4.1

Ａ理事 R5.3.30 ◇

Ｂ理事 R5.3.30 ◇

役名
令和４年度年間報酬等の総額 就任・退任の状況

前職
その他（内容）

Ａ理事長 R4.6.30
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Ⅱ　職員給与について

　１　職員給与についての基本方針に関する事項

　　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

　　 　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　　③　給与制度の内容及び令和４年度における主な改定内容

　　　　　特別手当の額は、理事長がその職員の在職期間、勤務成績等を参酌して定めるほか、

　　　　昇給区分を4段階にして、勤務成績を昇給に反映させる。

　　　　　給与水準の決定に当たっては、国家公務員及び他の独立行政法人等の給与水準を考慮

　　　　し、決定する。

　日本私立学校振興・共済事業団職員給与規程に則り、本給及び諸手当（扶養手当、

役職手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤

務手当、特別都市手当、住居手当及び特別手当）としている。

＜本給＞

　平均0.3%の増額改定を行った。

＜特別手当＞

　一般職給与法（行政職俸給表（一））の支給月数を勘案し、4.45月から4.40月に

引き下げた。また、6月期には令和3年12月期に支給された特別手当の一部（0.15月）

を減額した。

- 3 - 



　２　職員給与の支給状況

　　①　職種別支給状況

うち賞与

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

278   42.4     7,791     5,765     174       2,026     

人 歳 千円 千円 千円 千円

278   42.4     7,791     5,765     174       2,026     

うち賞与

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

2       46.5    5,264     3,921     61        1,343     

人 歳 千円 千円 千円 千円

2       46.5     5,264     3,921     61        1,343     

うち賞与

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

1     省略 省略 省略 省略 省略

人 歳 千円 千円 千円 千円

1     省略 省略 省略 省略 省略

うち賞与

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

27    55.1     4,063     3,057     162       1,006     

人 歳 千円 千円 千円 千円

27    55.1     4,063     3,057     162       1,006     

注１:医療施設及び宿泊施設に勤務する職員を除く。

注２:再雇用職員は該当者が１名であるため,平均年齢以降の事項については記載を省略する｡

非常勤職員

事務・技術

区分 人員 平均年齢

令和４年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内

平均年齢

令和４年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内

再雇用職員

事務・技術

区分 人員

常勤職員

総額

事務・技術

令和４年度の年間給与額（平均）

うち所定内区分 人員 平均年齢

任期付職員

事務・技術

区分 人員 平均年齢

令和４年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内
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　　②　職員の分布状況（事務・技術職員）

　　③　職級別在職状況等（令和5年4月1日現在）

　　　（事務・技術職員）

区分 計 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級

標準的
な職位

部長 課長 課長補佐 係長 主任 係員

人 人 人 人 人 人 人

278   18       35      61      64      18      82      

( 6.5% ) ( 12.6% ) ( 21.9% ) ( 23.0% ) ( 6.5% ) ( 29.5% )
歳 歳 歳 歳 歳 歳

62      62      61      56      47      34      

～ ～ ～ ～ ～ ～

53      48      45      32      31      24      
千円 千円 千円 千円 千円 千円

9,215   8,407   7,314   6,281   5,312   4,259   

～ ～ ～ ～ ～ ～

7,833   7,000   5,633   4,345   3,837   2,822   
千円 千円 千円 千円 千円 千円

13,052  11,606  9,949   8,537   7,188   5,643   

～ ～ ～ ～ ～ ～

11,099  9,400   7,623   5,920   5,191   3,811   

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。

人員
（割合）

年齢（最高
～最低）

所定内給与
年額（最高
～最低）

年間給与
額（最高
～最低）注
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- 5 - 



Ⅲ　総人件費について

区　分 令和３年度 令和４年度

千円 千円

給与、報酬等支給総額 2,833,889 2,818,712

（Ａ）
千円 千円

退職手当支給額 173,562 259,790

（Ｂ）
千円 千円

非常勤役職員等給与 286,397 287,572

（Ｃ）
千円 千円

福利厚生費 427,754 438,810

（Ｄ）
千円 千円

最広義人件費 3,721,602 3,804,885

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

　　総人件費について参考となる事項

　　　給与、報酬等支給総額 ： 賞与支給月数の減（前年度比0.5％減）

　　　退職手当支給額 ： 退職者の増（前年度比49.7％増）

　　　非常勤役職員等給与 ：  業務量の増大に伴う非常勤職員の増（前年度比 0.4％増）

　　　福利厚生費 ：法定福利費の料率改定に伴う増（前年度比 2.6％増）
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